
東京都駐車場条例の見直しの考え方（案）

Tokyo Metropolitan Government

東京都都市整備局
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・ はじめに（条例の趣旨及び見直しの背景）

・ 見直しの視点及び対象規定

１ 利用実態調査結果を踏まえた見直し

２ 法令改正等を踏まえた規定の見直し

３ その他



≪条例の趣旨≫

⚫ 都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、
都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的として昭和32年5月に駐車場法が制定された。

⚫ 駐車場法第20条等の規定に基づき、都は昭和33年10月に「東京都駐車場条例」（以下「条例」という。）を制
定し、交通の発生源である建築物に駐車需要に対応した駐車施設の設置を義務付けている。

≪見直しの背景≫

⚫ 駐車場台数は増加傾向にある一方、近年、自動車保有台数はやや停滞傾向（区部ではやや減少傾向）に
ある。また、昨今、都内において、カーシェアリング市場の拡大や宅配需要の増加など、駐車需要の変化が生じて
いる。こうした状況を踏まえ、一般駐車施設及び荷さばき駐車施設の利用実態を把握するため、令和５年度から
７年度まで、利用実態調査を実施した。

⚫ 令和７年３月に「駐車場法施行令」（以下「政令」という。）が改正され「特定用途※（自動車の駐車需要を
生じさせる程度の大きい用途）」に「共同住宅」が追加されるとともに、地方公共団体が附置義務条例を定める際
の参考として国土交通省が定めている「標準駐車場条例」（以下「標準条例」という。）に共同住宅の荷さばき
駐車施設の附置に関する規定が定められた。その他、荷さばき駐車施設の車高に係る基準の変更などの改正が
行われた。

はじめに（条例の趣旨及び見直しの背景）
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※ 特定用途（改正前）
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイト
クラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場

はじめに
見直しの視点
・対象規定

利用実態調査結果を踏まえた見直し 法令改正等を踏まえた規定の見直し その他の
見直し一般駐車施設 荷さばき駐車施設 共同住宅追加 共同住宅荷さばき附置 既存の緩和 廃止時届出 荷さばき施設・車高 障害者用車室

⚫ 利用実態調査結果を踏まえ、一般駐車施設及び荷さばき駐車施設の附置義務基準の見直しを行う。

⚫ 政令及び標準条例の改正を踏まえ、必要な規定の整備や現行規定の見直しを行う。



３ その他の見直し

(1) 条例の適用除外規定の新設

(2)良好な都市環境の形成に資する用途への転用に関する規定の新設

見直しの視点及び対象規定
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はじめに
見直しの視点
・対象規定

利用実態調査結果を踏まえた見直し 法令改正等を踏まえた規定の見直し その他の
見直し一般駐車施設 荷さばき駐車施設 共同住宅追加 共同住宅荷さばき附置 既存の緩和 廃止時届出 荷さばき施設・車高 障害者用車室

１ 利用実態調査結果を踏まえた見直し

   (1) 一般駐車施設の附置義務基準（第17条、別表第３）

 (2) 荷さばき駐車施設の附置義務基準（第17条の２、別表第６）

２ 法令改正等を踏まえた規定の見直し

(1) 特定用途に「共同住宅」を追加（政令第18条）

(2) 共同住宅への荷さばきのための駐車施設の附置義務の追加（標準条例第25条の２、第26条の２ほか）

(3) 既存の附置義務駐車施設の緩和に係る規定の追加（標準条例第32条の２）

(4) 既存の附置義務駐車施設の廃止時の届出に係る規定の追加（標準条例第31条の２）

(5) 荷さばきのための駐車施設の車高に係る基準の変更（標準条例第29条第３項）

(6) 障害者用駐車施設の車高に係る基準の追加及び規模の変更（標準条例第29条第２項）



(1) 一般駐車施設の附置義務基準（第17条、別表第３）

１ 利用実態調査結果を踏まえた見直し
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はじめに
見直しの視点
・対象規定

利用実態調査結果を踏まえた見直し 法令改正等を踏まえた規定の見直し その他の
見直し一般駐車施設 荷さばき駐車施設 共同住宅追加 共同住宅荷さばき附置 既存の緩和 廃止時届出 荷さばき施設・車高 障害者用車室

≪現在の条例の規制内容≫

⚫ 下表のとおり、駐車需要に対応した一般駐車施設※1の設置を義務付けている。

地域・地区 対象規模 用途 附置義務基準※2

駐車場整備地区等※3

延べ面積※5

1,500㎡超
特定用途

百貨店
その他の店舗

区部 250㎡ごとに1台

市部 200㎡ごとに1台

その他
区部 300㎡ごとに1台

市部 250㎡ごとに1台

延べ面積
2,000㎡超

非特定用途

共同住宅
区部 350㎡ごとに1台

市部 300㎡ごとに1台

その他
区部 300㎡ごとに1台

市部 300㎡ごとに1台

周辺地区又は
自動車ふくそう地区※4

延べ面積
2,000㎡超

特定用途
区部 300㎡ごとに1台

市部 250㎡ごとに1台

※3 駐車場整備地区等
駐車場整備地区、商業地域及び近隣商業地域

※4 周辺地区又は自動車ふくそう地区
区部（23区）の駐車場整備地区等以外の都市計画区域。市部の第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二
種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域（駐車場整備地区を除く。）

※1 一般駐車施設
附置義務台数の３割以上は普通車用車室（幅2.5m以上×奥行6m以上）とし、そのうち１台以上は障害者用車室（幅3.5m以上×奥行6m以上）、
残りは小型車用車室（幅2.3m以上×奥行5m以上）

※2 附置義務基準
・延べ面積6,000㎡未満の建築物について、緩和係数（条例別表第3（ヘ欄）参照）あり
・大規模な事務所について、面積調整率（条例別表第４・第５参照）あり

※5 延べ面積
自動車及び自転車の駐車の用に供する部分は除く。



１ 利用実態調査結果を踏まえた見直し
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はじめに
見直しの視点
・対象規定

利用実態調査結果を踏まえた見直し 法令改正等を踏まえた規定の見直し その他の
見直し一般駐車施設 荷さばき駐車施設 共同住宅追加 共同住宅荷さばき附置 既存の緩和 廃止時届出 荷さばき施設・車高 障害者用車室

(1) 一般駐車施設の附置義務基準（第17条、別表第３）

≪実態調査結果≫
⚫ 「特定用途のその他（区部）」について、台数に余剰がある傾向がみられた。

⚫ 「共同住宅（区部・市部） 」についても、台数に余剰がある傾向がみられた。

⚫ それ以外の用途については、一定の傾向はみられなかった。

―見直し内容―

⚫ 一定の傾向が確認できた「特定用途のその他（区部）」及び「共同住宅（区部・市部） 」の基準を、下表の
とおり緩和する。

地域・地区 対象規模 対象用途 現行基準 新基準

駐車場整備地区等

延べ面積
1,500㎡超

特定用途※

百貨店
その他の店舗

区部 250㎡ごとに1台 変更なし

市部 200㎡ごとに1台 変更なし

その他（百貨店
その他の店舗及び
共同住宅を除く）

区部 300㎡ごとに1台 450㎡ごとに1台

市部 250㎡ごとに1台 変更なし

延べ面積
2,000㎡超

特定用途※ 共同住宅
区部 350㎡ごとに1台 450㎡ごとに1台

市部 300㎡ごとに1台 350㎡ごとに1台

延べ面積
2,000㎡超

非特定用途
区部 300㎡ごとに1台 変更なし

市部 300㎡ごとに1台 変更なし

周辺地区又は
自動車ふくそう地区

延べ面積
2,000㎡超

特定用途※（共同住宅を除く）
区部 300㎡ごとに1台 変更なし

市部 250㎡ごとに1台 変更なし

※特定用途に共同住宅を追加することに伴う見直しはP８参照



１ 利用実態調査結果を踏まえた見直し
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はじめに
見直しの視点
・対象規定

利用実態調査結果を踏まえた見直し 法令改正等を踏まえた規定の見直し その他の
見直し一般駐車施設 荷さばき駐車施設 共同住宅追加 共同住宅荷さばき附置 既存の緩和 廃止時届出 荷さばき施設・車高 障害者用車室

(2)荷さばき駐車施設の附置義務基準（第17条の２、別表第６）

≪現在の条例の規制内容≫

⚫ 下表のとおり、駐車需要に対応した荷さばき駐車施設※1の設置を義務付けている。

地域・地区 対象規模 用途 附置義務基準※2

駐車場整備地区等
延べ面積

2,000㎡超
特定用途

百貨店その他の店舗
区部・
市部

2,500㎡ごとに1台

事務所
区部・
市部

5,500㎡ごとに1台

倉庫
区部・
市部

2,000㎡ごとに1台

その他
区部・
市部

3,500㎡ごとに1台

周辺地区又は
自動車ふくそう地区

延べ面積
3,000㎡超

特定用途
区部・
市部

7,000㎡ごとに1台

※1 荷さばき駐車施設
荷さばき用車室は、幅3m以上×奥行7.7m以上×高さ3m以上（やむを得ない場合は、幅4m以上×奥行6m以上×高さ3m以上）

※2 附置義務基準
・荷さばき用車室の附置台数は、一般駐車施設の台数の内数とすることが可能
・算定した結果が10台を超える場合、10台とすることが可能（10台上限）
・延べ面積6,000㎡未満の建築物について、緩和係数（条例別表第6（ヘ欄）参照）あり
・大規模な事務所について、面積調整率（条例別表第４・第５参照）あり



―見直し内容―

⚫ 一定の傾向が確認できた区部・市部の「事務所」の基準を、下表のとおり強化する。

⚫ 全ての用途を対象に10台上限※を廃止する。

(2)荷さばき駐車施設の附置義務基準（第17条の２、別表第６）

１ 利用実態調査結果を踏まえた見直し
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はじめに
見直しの視点
・対象規定

利用実態調査結果を踏まえた見直し 法令改正等を踏まえた規定の見直し その他の
見直し一般駐車施設 荷さばき駐車施設 共同住宅追加 共同住宅荷さばき附置 既存の緩和 廃止時届出 荷さばき施設・車高 障害者用車室

地域・地区 対象用途 現行基準 新基準

駐車場整備地区等 特定用途
（共同住宅はｐ10参照）

百貨店
その他の店舗

区部・
市部

2,500㎡ごとに1台 変更なし

事務所
区部・
市部

5,500㎡ごとに1台 5,000㎡ごとに1台

倉庫
区部・
市部

2,000㎡ごとに1台 変更なし

その他
区部・
市部

3,500㎡ごとに1台 変更なし

周辺地区又は
 自動車ふくそう地区

特定用途
（共同住宅はｐ10参照）

区部・
市部

7000㎡ごとに1台 変更なし

※ 10台上限
荷さばき駐車施設について、算定した結果が10台を超える場合10台とすることができる規定

≪実態調査結果≫
⚫ 区部・市部の「事務所」について台数が不足している傾向がみられた。

⚫ それ以外の用途については、一定の傾向はみられなかった。

⚫ いくつかの建築物で10台を超える利用実態がみられた。



(1) 特定用途に「共同住宅」を追加

２ 法令改正等を踏まえた規定の見直し
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参考（法令改正等の概要）【政令第18条】

⚫ 特定用途（自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途）に共同住宅を追加

※駐車場整備地区等における一般駐車施設の対象規模の算定は従来通り（標準条例第25条）

※周辺地区又は自動車ふくそう地区における一般駐車施設の対象用途からは除外（標準条例第25条）

はじめに
見直しの視点
・対象規定

利用実態調査結果を踏まえた見直し 法令改正等を踏まえた規定の見直し その他の
見直し一般駐車施設 荷さばき駐車施設 共同住宅追加 共同住宅荷さばき附置 既存の緩和 廃止時届出 荷さばき施設・車高 障害者用車室

≪現在の条例の規制内容≫
⚫ 条例においては、共同住宅は非特定用途であり、特定用途の対象外

この部分は法令改正等に関する内容のため
パブリックコメントの対象ではありません。

―見直し内容―
⚫ 特定用途に「共同住宅」を追加
一般の駐車施設の附置基準は、国の標準条例の改正を踏まえて下表のとおりとする

※附置義務基準の見直しはP５参照

地域・地区 対象規模 対象用途 現行基準 新基準※

駐車場整備地区等

延べ面積
1,500㎡超

特定用途

百貨店
その他の店舗

区部 250㎡ごとに1台 変更なし

市部 200㎡ごとに1台 変更なし

その他（百貨店その他の店
舗及び共同住宅を除く）

区部 300㎡ごとに1台 450㎡ごとに1台

市部 250㎡ごとに1台 変更なし

延べ面積
2,000㎡超

特定用途 共同住宅
区部 350㎡ごとに1台 450㎡ごとに1台

市部 300㎡ごとに1台 350㎡ごとに1台

延べ面積
2,000㎡超

非特定用途
区部 300㎡ごとに1台 変更なし

市部 300㎡ごとに1台 変更なし

周辺地区又は
自動車ふくそう地区

延べ面積
2,000㎡超

特定用途（共同住宅を除く）
区部 300㎡ごとに1台 変更なし

市部 250㎡ごとに1台 変更なし



参考（法令改正等の概要）【標準条例第25条の２、第26条の２ほか】

⚫ 共同住宅への荷さばき駐車施設附置義務の追加
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(2) 共同住宅への荷さばきのための駐車施設の附置義務の追加

はじめに
見直しの視点
・対象規定

利用実態調査結果を踏まえた見直し 法令改正等を踏まえた規定の見直し その他の
見直し一般駐車施設 荷さばき駐車施設 共同住宅追加 共同住宅荷さばき附置 既存の緩和 廃止時届出 荷さばき施設・車高 障害者用車室

≪現在の条例の規制内容≫
⚫ 条例においては、特定用途に共同住宅が含まれておらず、共同住宅は荷さばき用駐車施設の附置義務の対象と

なっていない。

〇対象規模
・ 延べ面積2,000㎡超（駐車場整備地区等）又は3,000㎡超（周辺地区又は自動車ふくそう地区）、かつ50戸以上

〇基準
・ 100戸当たり１以上の荷さばき駐車施設の設置
・ 延べ面積6000㎡未満の共同住宅については、緩和係数を乗じ、
 附置台数を低減可能
【駐車場整備地区等】
１－（6000㎡ー延べ面積）/（２×延べ面積）

【周辺地区又は自動車ふくそう地区】
１－（6000㎡ー延べ面積）/ 延べ面積

・ 戸数が400戸を超える共同住宅については、400戸を超えた部分の
 戸数に0.5を乗じ、計算に使用する戸数を低減可能
 戸数が800戸を超える共同住宅については、800戸を超えた部分の
 戸数に0.25を乗じ、計算に使用する戸数を低減可能
・ 荷さばき駐車施設の附置台数のうち、2t車サイズ*の台数は、全車室の6割以上（その他の車室は普通車サイズ*でも可）

*２t車サイズ：幅3m以上×奥行7.7m以上×高さ3.2m以上 *普通車サイズ：幅2.5m以上×奥行6m以上

この部分は法令改正等に関する内容のため
パブリックコメントの対象ではありません。

２ 法令改正等を踏まえた規定の見直し



―見直し内容―

⚫ 荷さばき駐車施設の全体の車室数については、国土交通省の

 定めた基準と同等

⚫ 「緩和係数」や「戸数調整率」についても国と同基準

⚫ ２t車サイズの車室数は、300戸以下で1台、301戸以上で2台

⚫ 敷地条件などによりやむを得ず敷地内に設置できない場合には、

 隔地を認定
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(2) 共同住宅への荷さばきのための駐車施設の附置義務の追加

はじめに
見直しの視点
・対象規定

利用実態調査結果を踏まえた見直し 法令改正等を踏まえた規定の見直し その他の
見直し一般駐車施設 荷さばき駐車施設 共同住宅追加 共同住宅荷さばき附置 既存の緩和 廃止時届出 荷さばき施設・車高 障害者用車室

※ 附置台数のうち、2t車サイズ（幅3m以上×奥行7.7m以上×高さ3.2m以上（やむを得ない場合は幅4m以上×奥行6m以上×高さ3.2m以上））の附置台数は、
 300戸以下で1台、301戸以上で2台

※ 2t車サイズ以外は普通車サイズ（幅2.5m以上×奥行6m以上）
※ 6000㎡未満の共同住宅は緩和係数による低減が可能
※ 400戸を超える共同住宅は戸数調整率による低減が可能

≪実態調査結果≫
⚫ 荷さばき車両が最も同時に停まった時間帯の台数は、国の附置義務基準台数と同等

⚫ うち２t車両が最も同時に停まった時間帯の台数は、300戸以下では最大１台、301戸以上では最大2台

地域・地区 対象規模 対象用途 新基準

駐車場整備地区等 延べ面積2,000㎡超 かつ 50戸以上

特定用途 共同住宅
区部・
市部

100戸ごとに1台※

周辺地区又は自動車ふくそう地区 延べ面積3,000㎡超 かつ 50戸以上

２ 法令改正等を踏まえた規定の見直し



参考（法令改正等の概要）【標準条例第32条の２】

⚫ 既存建築物における駐車施設の所有者又は管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該駐車施設の台数
について、必要とされる台数を確保した上で、当該駐車施設の台数を減じ、全部若しくは一部の位置を変更することがで
きる。

(1) 駐車施設の利用状況に応じて、附置した駐車施設と異なる規模の駐車施設を設置するために、市長が定める

範囲で、駐車施設の台数を減じる場合（市長への届出が必要）

(2) 前号に定めるもののほか、市長が当該駐車施設の台数を減じ、又は当該駐車施設の全部若しく は一部の位置を

変更することに支障がないと認める場合

―見直し内容―

⚫ 一般駐車施設について、附置義務基準以上の台数を確保した上で台数
を減らす場合は、手続の負担を軽減するため認定は不要とし、届出で足り
ることとする規定を追加する。
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(3) 既存の附置義務駐車施設の緩和に係る規定の追加

はじめに
見直しの視点
・対象規定

利用実態調査結果を踏まえた見直し 法令改正等を踏まえた規定の見直し その他の
見直し一般駐車施設 荷さばき駐車施設 共同住宅追加 共同住宅荷さばき附置 既存の緩和 廃止時届出 荷さばき施設・車高 障害者用車室

図 既存の附置義務駐車施設の緩和

≪現在の条例の規制内容≫

⚫ 既に、認定による附置義務緩和規定はあるが、附置義務基準以上
に緩和する場合も認定を取得する必要がある。

この部分は法令改正等に関する内容のため
パブリックコメントの対象ではありません。

２ 法令改正等を踏まえた規定の見直し
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(4) 既存の附置義務駐車施設の廃止時の届出に係る規定の追加

はじめに
見直しの視点
・対象規定

利用実態調査結果を踏まえた見直し 法令改正等を踏まえた規定の見直し その他の
見直し一般駐車施設 荷さばき駐車施設 共同住宅追加 共同住宅荷さばき附置 既存の緩和 廃止時届出 荷さばき施設・車高 障害者用車室

参考（法令改正等の概要）【標準条例第31条の２】

⚫ 駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設を廃止したときは、10日以内に、市長に届け出なければならない。

―見直し内容―

⚫ 附置義務駐車場のストックを把握するため、廃止の際に知事に届け出ることを求める規定を追加する。

≪現在の条例の規制内容≫
⚫ 整備後の管理や立入検査などの監督規定は設けられているが、廃止の際に知事に届け出る規定は無い。

この部分は法令改正等に関する内容のため
パブリックコメントの対象ではありません。

(5) 荷さばきのための駐車施設の車高に係る基準の変更

参考（法令改正等の概要）【標準条例第29条第3項】

⚫ 荷さばきのための駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅3ｍ以上、奥行き7.7ｍ以上、はり下の
高さ3.2ｍ以上とし、自動車を安全に駐車させ、出入りさせることができるものでなければならない。

―見直し内容―

⚫ 近年、荷さばき車両の車高が高くなっていることを踏まえ、荷さばき駐車施設のはり下高さを3.2ｍ以上とする。

≪現在の条例の規制内容≫
⚫ 荷さばき駐車施設のはり下高さを3.0ｍ以上とする。

この部分は法令改正等に関する内容のため
パブリックコメントの対象ではありません。

２ 法令改正等を踏まえた規定の見直し



参考（法令改正の概要）【標準条例第29条第２項】

⚫ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第 221号）
により、車椅子使用者駐車施設の基準が変わったことを受けて標準条例においても以下のとおり台数が設定された。

・200台以下の場合：台数の2％以上
・200台超の場合：台数の1％＋2台以上

⚫ また、附置義務駐車施設については、車椅子使用者駐車区画のはり下高さを2.3m以上とする基準が追加された。

(6) 障害者用駐車施設の車高に係る基準の追加及び規模の変更

―見直し内容―

⚫ 規模の変更については、バリアフリー化が義務付けられる用途である特別特定建築物※1の場合、
附置義務台数※2が200台以下の場合で台数の2％以上、200台を超える場合で台数の1％＋2台以上の障
害者用駐車施設を確保する。

⚫ 車高に係る基準については、車椅子使用者が乗降の際に利用するリフト付き福祉車両の高さに配慮し、はり下高さ
を2.3m以上とする。
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はじめに
見直しの視点
・対象規定

利用実態調査結果を踏まえた見直し 法令改正等を踏まえた規定の見直し その他の
見直し一般駐車施設 荷さばき駐車施設 共同住宅追加 共同住宅荷さばき附置 既存の緩和 廃止時届出 荷さばき施設・車高 障害者用車室

≪現在の条例の規制内容≫
⚫ 車高に係る規定なし。台数については、1台以上を整備する。

この部分は法令改正等に関する内容のため
パブリックコメントの対象ではありません。

※1 学校、病院、劇場、集会場、物販店舗、ホテル、老人ホーム、体育館、博物館、公衆浴場、飲食店、理髪店、共同住宅など
（バリアフリー法施行令第５条及びバリアフリー条例第３条に掲げる用途）
※2 荷さばき駐車施設を除く

２ 法令改正等を踏まえた規定の見直し



(1) 条例の適用除外規定の新設

３ その他

≪見直しの目的≫

⚫ 限りある都市の空間を効果的に活用するため、基準の緩和により既存建築物の駐車場スペースを減らした場合に
良好な都市環境の形成に資する用途への転用を促進する。（ただし、転用の範囲は、スペースの一部でも可）

―見直し内容―

⚫ 特別区及び市が駐車場法第20条に基づく条例で独自に附置義務を定めた場合、都の条例を、適用除外とする
規定を整備する。

14

はじめに
見直しの視点
・対象規定

利用実態調査結果を踏まえた見直し 法令改正等を踏まえた規定の見直し その他の
見直し一般駐車施設 荷さばき駐車施設 共同住宅追加 共同住宅荷さばき附置 既存の緩和 廃止時届出 荷さばき施設・車高 障害者用車室

(2)良好な都市環境の形成に資する用途への転用に関する規定の新設

―見直し内容―

⚫ 既存の駐車施設の台数を減らすことにより生じるスペースについて、良好な都市環境の形成に資する用途への転用
に努めることとする規定を追加する。

≪現状と問題点≫

⚫ 条例を都道府県単位で定めているのは全国でも都のみであり、他の道府県では基礎的自治体である市や町が地域
の実態に即して定めている。また、都が条例に定める一律の基準によらず、地域特性に応じた附置義務基準等の
設定を可能とする地域ルール制度を平成14年に創設。現在、10地区以上で地域ルールが策定・運用されている
が、地域ルールが策定できるエリアは限定的。

≪見直しの目的≫

⚫ 特別区及び市が駐車場法第20条に基づき条例で独自に附置義務を定めた場合、都の条例と二重に規制がかか
らないよう、適用除外規定を定める。
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